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アメリカハイテク産業の現状と州政策一その2-

3.3.2 マサチューセッツ州

マサチューセッツ州がハイテク産業において

大きな躍進をみせたのは1975年のデュカキス政

権以降のことであり，現在も進出企業があい次

いでいる。ハイテク産業の規模はカリフォルニ

ア州の半分以下であるがその進出企業の伸び率

はアメリカ国内で最大である。マサチューセッ

ツ州の場合には1975年以前には極めて低調な経

済であったことからハイテク化は「マサチュー

セッツの奇跡」とよばれ，州内の大学の研究者

をはじめとして多数の分析がなされ，これが他

の州のハイテク政策として取り入れられていっ

たことはよく知られている。現在はハイウェイ

128号線周辺のいわゆる「ルート 128」から他地

区へと広がりを見せている。

(1) 州の政策の特徴

マサチューセッツ州のハイテク産業成長の要

因としては，州の税制，ベンチャーキャピタル

の育成，これらを推進するための委員会組織と

いったものが理想的な形で準備されてきたこと

があげられ，政策実行がそのまま産業の成長を

よびおこしたという典型的な例である。州内の

労働雇用の増加は1975年,.......,1983年で16.2%,

1984年単年度で5.9%に達しており， 1967年

,.......,1975年に4%の雇用増しかなかったことに比

ベ産業の伸長が確実に見られる。しかし州経済

を少し詳細に分析してみるとマサチューセッツ

に特有な要因がいくつか見出されることがわか

り，その第 1はDOD支出が多かったことがあ
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げられ，また特定の産業分野に偏しない indus-

try mixが存在したこと，労賃が比較的安かっ

たことなども効果として考えられている凡

最初の DOD支出については州に対し人口比

の 2倍以上の総額の5%以上の支出が行なわれ

ており 1980年,......,1981年の不況期においても

DODとの契約はむしろ増加していることが指

摘されている。 1985年ではその額は 7億 7千万

ドルに達しており，カリフォルニア，テキサス，

ニューヨークなどの大きな州と同額となってい

る。 DODとの結びつきは第 2次大戦以降の

MITへの 1億1,700万ドルの基金設立に始まっ

ているが，これ以降も DOD支出は続けられ，こ

れに対応するために多くの技術センターが確立

され，一方では新技術開発を目的としてスピン

オフやベンチャー型企業が多く形成されてきた

という経済的基盤を形成してきている。直接的

な軍との契約額も全米第 5位に位置する高い水

準を維持している。

第 2番目の要因としては豊富なベンチャー

キャピタルの存在があげられ，DOD支出の多さ

の他に1950年代から州政府によりリスクキャピ

タルに対する優遇政策が打ち出されており，

1950年には州内で最初のベンチャーキャピタル

である AmericanResearch and Development 

により今日の DEC(Digital Equipment Corpo-

ration)が設立されている。 1981年にはベン

チャーキャピタルの60%がマサチューセッツ，

カリフォルニア，テキサス，ニューヨークの 4
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州に集中している。また，州政府の直接的な制

度として1960年代には Bankof Bostonによる

資金保証制度が出発しており，州との契約をも

つすべての企業に対し適用されている。

第 3番目の要因としてあげられているものが

industry mix の存在であり，特に機器製造

(instrument)の分野で高い技術力をもってい

たことがあげられる。この分野では全米の平均

を10%上回る時間賃金を有していた。しかし逆

にこれ以外の分野では低い時間賃金におさえら

れており，機械工業，エレクトロニクスではそ

れぞれ全米の95%,96%の水準であり， 1985年

以降になりようやくこれらの分野においても平

均を上回ることとなった。労賃が低いことに加

え家賃など生活手段のコストが高いということ

が労働運動の低調さを招き，ハイテク産業の開

始期において企業に有利な条件を付与していた

ことが分析として示されている。このように州

内のハイテク産業は他の州の場合に比べてより

労働集約型の産業としてスタートしたと言える。

第 4番目の要因としては1980年に開始された

ハイテク企業への優遇税制である Proposition

21/2があげられる。この税制はすでにハイテク

産業の成長が開始されて以降のことであり，成

長を加速する要因としての働きを行なっている。

しかしこの税制により州財政が悪化し，福祉・

教育などの社会政策への支出が削減されたこと

は事実であり，現在でもこの税制をめぐる議論

は続いている。

マサチューセッツ州全体のハイテク企業の構

成としては現在ではサービス業の伸びが著しい

が，それ以前はむしろ製造業における伸びがハ

イテク産業を支えてきている。これはニューイ

ングランド地方の特徴であり，第 2次大戦後，

多くの製造工場がこの地区を離れて南部や西部

第 55巻第 6号

へ移動した歴史があり，現在再び製造業が戻っ

てきたと分析されている。

(2) 政策の実行と制度

州の政策として主なものは財政基金の確立と

優遇税制にあると言える。これが政策として実

行されたのは第 1次デュカキス政権誕生後のこ

とであるが，それ以前に活動をしていたワーキ

ンググループWMBG 咽 ednesday Morning 

Breakfast Group)の存在が大きく，選挙公約と

して具体化されていった経過がある。 1975年以

降は政策提言の活動は CDFC (Commercial 

Development Financial System)により引きつ

がれていくことになる。この中で議論されてき

たリスクキャピタルの実現については1977年以

降の RegionalDevelopment Bankおよび保険

会社グループによる MCRC (Massachusetts 

Capital Resources Corporation)して完了する

ことになる。マサチューセッツ州内へのベン

チャーキャピタルの進出が急増するのはこのよ

うな制度が確立されて以降のことであり， リス

クキャピタルヘのインセンティブとして州政府

による保証がいかに大きいかを示している丸

もう 1つの柱である優遇税制については1975

年の政策提案のときにすでに盛り込まれており，

1977年に出された CDFCの勧告では企業活動

を活発にするための税制改革と並んで州財政の

支出抑制も同時に提案されている。第 1次デュ

カキス政権発足時の1975年には 3億5,000万ド

ル， 1976年には 5億5,000万ドルの財政赤字をか

かえており，州税の7.5%追加による連邦政府か

らの借入が提案されるなど厳しい条件にあった

ことを考慮すれば，単なる優遇税制ではなくか

なりの荒療治を含んでいたことがわかる。これ

を推進するべき政策は1976年に出された "An 

Economic Development Program for Massa-
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chusetts"に示されているが，デュカキス政権

の 1年目にして増税や福祉・労働者政策費を

カットしたこと，企業への優遇税制を重視した

ことなどは現在まで大きな影響を与えている。

州の政策実行の主体としては1975年に知事部

局に MIDA(Massachusetts Industrial Devel-

opment Authority)が設置され，ベンチャー

キャピタルの誘致，小企業に対する保証制度，

低収入地域に対する融資制度の 3つを柱とする

実行組織が作られたのをはじめとして各種の組

織が形成されている。 1977年に設立された

MHTC (Massachusetts High Technology 

Council)をはじめ，円卓会議，労働者再教育な

どカリフォルニア小卜1と共通する性格の組織が多

く設置されている（州政策の成立過程として大

変興味あるが紙枚の関係で省略する）。

1980年にはキング政権へと移行するが，選挙

の争点はキング側の「仕事を得るには企業と協

力するしかない」という一方的主張の成果とし

て分析されている。すでにハイテク化の道を踏

みはじめていた州経済にとってそれほど多くの

選択肢が残されていなかったのも事実であり，

キング政権における政策の実行としてあげられ

る最大のものは州の固定資産税を2.5%へと引

き下げる Proposition2 1/2法案の成立 (5億

ドルの減税公約の実施）であり，これにより企

業サイドからはビジネス環境の改善として一様

に評価される一方，地方自治体は財源を州に大

きく頼ることになること，支出削減をよぎなく

されることなどの実行面でのマイナスを伴なう

こととなった。

1983年にスタートした第 2次デュカキス政権

ではハイテク産業の育成という面での基盤はす

でにできていたと言え，政策の鮮明化に力が注

がれたと言える。その 1つはハイテク産業の配

置の問題であり geographictargettingとよば

れているものである。これはハイテク産業を特

定の地域に集中化させるのではなく，住環境な

どとのバランスをとった発展を指向するという

ものであり，具体的にはハイウェイ建設計画な

どを手直しして新たに建設された Taunton市

のリサーチパークヘのアクセスを改善すること

などが行なわれた。また成熟産業の労働者の再

産用などの政策は 5地区に絞り 1985年から企業

の閉鎖や縮小にあたっての小卜1の援助やインセン

ティブを与える形で実施され，立案にあたり労

働側代表も加えられた。

もう 1つの政策としてハイテク投資銀行を朴l

政府の力により確立する政策であり Massa-

chusetts Development Bank (Massbank)を設

立する方向性が追求された。これは全米平均的

以下にある州内のインフラ建設の基金を準備す

るための大がかりなものであったが，一方では

企業優遇税制である Proposition2 1/2との矛

盾を含むものであり，結果的には失敗に終った。

マサチューセッツ州は全米で第 9位の負債率で

あり，州財政以外に別の組織を作ることへの疑

問，最初 3年の MassBankの初期投資計画が

あいまいであること，同時に審議された多国籍

企業への一律課税 (unitarytax)を優先したこ

となどがその主な理由であった。州の財政に占

める企業負担分 (businesstax) は年々減少す

る傾向にあり，企業側も税負担を公平に行なう

ことには大きな抵抗を感じ， unitarytaxは州内

企業の流出という懸念がもたれ，ィンフラ改善

のための基金づくりも最終的には企業負担の増

加に頼らざるをえないという州内の環境はハイ

テク企業政策の 1つの問題として残されている。

(3) 大学とハイテク企業

』州政府により大学を基本とするハイテク研究

-119-



経済学研究

の構想が明確に打ち出されたのは1986年の

"Center of Excellence"計画からであり，大学

におけるインキュベータづくりや産学の共同研

究の構想が示されている。この柱は①大学を基

盤とする研究プロジェクト，②キャンパス内の

インキュベータづくり，③最新の設備の導入と

共同利用，④企業と大学の連係，⑤学会の誘致，

⑥専門教育制度，⑦輸出商品の振興，⑧技術セ

ンターづくりからなっている。しかし制度づく

りとは独立に州には MIT,ハーバード大学とい

う有力な大学が存在したことはハイテク企業の

成長に大きな影響を与えている。特にJレート 128

ぞいの企業群は大学の研究機関やその関係者に

より創立されたものが多く， DEC,Data Gen-

eral, Wang, Primeなどのコンピュータ製造

業，ソフトウェア業機器製造，通信機器製造

はよく知られているところであり， IBMなどを

含めたコンピュータ製造の全米での収益のシェ

アは1980年で70%に達している。このような製

造業や OEM供給を中心とした付加価値型の業

種が多くを占めていることはカリフォルニアの

シリコンバレーでの半導体製造と大きく異なっ

ている点である。

1981年の MHTCの調査によれば州内企業の

50%について1978,.....,1980年に採用した人材の

80%がマサチューセッツ州の大学卒であり，電

気工学，コンピュータ工学は全米の5%を占め，

1975年にはこの分野と数学を加えた分野での

Ph.D取得者は全米の9%を占めている。 DOD

の多大な支出により MIT,ハーバード大学など

での工学関係の研究が推進されたこと，その結

果多くの人材が企業へ送り出されたことがアメ

リカでも有数の大学ー企業の連係を作りあげて

いるといえ，大学の研究者，卒業者が企業を創

設し，更にその企業からのスピンオフにより新

第 55巻第 6号

たな企業が形成される過程をくり返してきた。

カリフォルニアとは異なりアカデミックな集積

が進んでいたことが他の州の人材を引きつける

力ともなっている。カリフォルニアの場合には

航空機製造による多大な半導体需要と石油産業

により近年の発展の結果としてエレクトロニク

ス等の成長があったといえ，大学と企業との関

係についても注目されはじめたのはスタン

フォード地区の創設からかなり経過したあとで

あると分析されている。

しかし大学での研究そのものと企業化との関

係については直接的な関係を求めることには問

題がある。マサチューセッツ州には確かに

MIT, ハーバード大学があり人材を輩出してい

るが，研究面については DODとの関係が極め

て強く，従って技術成果の公表や外部企業との

共同研究は厳しく制限されていると言える。

1986年には MIT,ハーバード大，スタンフォー

ド大など DOD支出の大きい大学の学長の共同

要求として研究成果の公表について制限を緩和

する要求が出されているが，DOD側の姿勢に変

化はなかった。

3. 3. 3 テキサス州

日本の半導体産業に対抗するためアメリカの

DODと企業が共同出資をして1983年に研究開

発機関 MCC (Microelectronics Computer 

research Center)を設置したのがテキサス州で

あり，また従来からアメリカの精神風土を代表

する土地としても知られている。南部では最大

のハイテク労働人口を有しており，西部・南部

ではカリフォルニア州に次ぐ地位を保っている。

地理的には大平原にヒューストンをはじめ合計

4つの大都市が中心部に存在しており，交通・

流通の環境にすぐれているとされている。もと
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もとは石油産業を中心として発展してきた州で

あるが現在ではハイテク地域としての発展の可

能性が最も高い地域として注目されている。

テキサス州における産業政策全般として企業

と労働組織の双方に良好な環境を提供するとい

う方向で行なわれてきたと言える。ハイテク産

業に対する政策実施が本格化するのは1979年以

降であるが，それ以前にゆるやかな税制と雇用

機会の提供に対する政策を実施しており，ビジ

ネス環境としては順調に整備されてきている。

また，宇宙開発産業に支えられたヒューストン，

航空産業，国防産業の集積されたダラスという，

いわばアメリカの技術発展の中心となった地域

をかかえており，州内経済は順序に伸びてきて

いる 3)。

テキサス州の行政の歴史はアメリカにおける

州政策を代表しているといえ簡単にまとめるこ

とはできないので，ここでは最近の立法を中心

に考察を行なっていく。まずビジネス環境とし

て重視されるハイテク企業への基金としては

1979年に IndustrialDevelopment Corporation 

Actを成立させ，それぞれの市が非営利の開発

会社 Industrial Development Corporation 

(IDC)を作りハイテク企業を支援する資金を非

課税の地方債で調達できる制度を作った。その

結果， 1983年には359のIDCが作られその多く

が債券の発行を行なっている。この債券の目的

は非営利であることが必要とされているので，

債券の多くは銀行，貯蓄機関などの金融機関に

より引き受けられるが企業は極めて低利で融資

を受けることができる。これを利用する企業は

製造業の他にサービス業においても伸びており，

このことにより 5,000人"-'1万人の雇用増が得

られるとしている。しかしこの制度に問題点が

ないわけではなく，大企業による低利融資の濫

用，債券の多発などが指摘されている。しかし

これは制度の性格上やむを得ないものであり，

また幣害もそれほど大きくはないと分析されて

いる。問題はこの制度が新しい企業を自治体に

誘致するインセンティブになるかどうかであり，

現在のところ制度を実施している自治体の多く

(8割）が有効であると答えているが，ほとん

どの自治体が実施すれば効果は薄れてくるであ

ろう。

ハイテク企業に対する優遇税制については

1981年に税法の改正が行なわれ，固定資産税の

緩和地域 (taxincrement district : TID)を自

治体の判断によりもうけることができるように

なった。このことにより一定額の税収が見込め

るのでこれを債券利子支払いにあてたりするこ

とができることと，もう 1つの大きな効果とし

て優良企業が集中化することにより債券価値そ

のものを上げることができることが期待されて

いる。この成果についてはまだ明確ではないが，

他の多くの州で実施されているのと同様の問題

点をかかえており，制度の濫用の他にインフ

レーションによる影響がさけられない点があげ

られている。

このような企業活動に対する優遇措置の一方

では労働者の雇用・再教育についての制度化も

すすめられている。テキサス州はもともと個人

主義と私企業精神の強い所であり，労働組合の

組織化や州政府による政策がたち遅れていたと

言え，基本的には戦後になってからの連邦政府

の動きに大きく影響されている。 1947年には州

法として TexasRight-to-Work Lawを通過さ

せ労働組合活動など基本的権利が確立され，こ

のことが労働組織や企業に及ぽした影響につい

て多くの分析がある。しかし現状としては労働

組合の組織率が低くアメリカ国内で46位にある
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うえ，南部農業地帯における奴隷労働の影響か

ら低賃金水準が続いている。労働組合の低い組

織率と低賃金については種々の分析があるが，

マサチューセッツ州のハイテク産業と同様に新

しい企業をスタートさせる場合には極めて大き

いインセンティブとして働らいていると言え，

皮肉な結果を生んでいることになる。しかし制

度面では1982年には職業訓練法 JobTraining 

Partnership Act (JTP A)が成立し再教育の機

関がもうけられ広範囲の課題に取り組んでいる。

アメリカ国外の企業に対する政策としては活

動地域 (ForeignTrade Zone: FTZ)をもうけ，

この地域での税制面での優遇措置，債券発行に

よる資金援助などを行なっている。この制度は

テキサス州に特有なものではなく他の州にも実

施例が見られるが，一般にはリスクキャピタル

の誘致がうまくいかず失敗しているとされてい

る。しかしテキサス州の場合には海外へ流出し

ていたアメリカ企業をよびかえすことに成功し

ており (GE, Zenith) , 現在では25の企業が

FTZを利用している。

3.3.4 ベンシルベニア州

ハイテク産業の立地が進む一方で産業再編成

により雇用増のスピードが減少するという現象

は北東部の州に見られる特徴であり，ペンシル

ベニア州はその代表であると言える。ハイテク

産業がフィラデルフィア地域に集中する一方で

ピッツバークでの鉄鋼の撤退が相次ぐといった

地域的なアンバランスも生じており，州政策と

しては多面的な展開が必要とされている。ペン

シルベニア州の政策として取られている税制，

基金，再教育などのシステムは他の州とそれほ

ど異なったものではないが，失業の増大と大企

業の不振という問題に対処するプログラムが作

第 55巻第 6号

られていることに特徴がある 4)0

(1) 州の政策の特徴

ペンシルベニアにおける重化学工業の低下は

1972年の構造不況以降，大きな回復のきざしは

見られず，特に鉄鋼やその関連分野での後退は

著しい。従って州の政策としても大部分がこれ

ら産業雇用者の労働機会の確保，これに伴なう

種々の社会福祉に向けられていたといえ，財政

全体の悪化をまねくことになっている。このよ

うな中にあって州経済を立て直す必要性が議会

においてさけばれ，州計画委員会により 1981年

に "Choicesof Pennsylvanians"が提出されて

いる。この中で州の経済はかつての競争力を回

復することはできないという厳しい判断がなさ

れ，特に製造業は今後の近代化によっても雇用

吸収の力を発揮できないと分析された。これに

対し各種の小企業を育てることが雇用創出の面

で有効であること，ペンシルベニアには過去に

多大な研究開発投資が主として民生用技術に対

してなされていることが指摘され，この方向で

州の政策が進められてきている。特に大学ー企

業の研究協力とリスクキャピタルの不足が調査

機関からも指摘されており，このための特別な

施策が取られることになる。

州の主要な政策の 1つとして小企業に対する

税制上の優遇措置があげられ，固定資産税に対

しクレジットを与えること，研究開発投資に対

して免税とすることなどがあげられる。また，

小企業に対する資金の融資についてはリスク

キャピタルに対するキャピタルゲイン課税緩和

を行なう法律を制定している。

このような基本的なハイテク化政策の他にペ

ンシルベニアで特に注目されるのは大学と企業

との研究開発体制の構策であり，このことは 4

つのリサーチパークのうち 2つが大学に設置さ
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れていることからもうかがえる。これは Ben 

Franklin Partnership Program (BFP)とよば

れるプログラムのもとに実施されており，具体

的には 4つのリサーチセンター (Advanced 

Technology Center : A TC)にある企業の研究

に対して補助金を与えたり，再教育，企業化を

手助けするものであり，その意味では ATCに

政策の多くが集中されていると言える。補助金

の付与については当該プロジェクトの半分以上

が朴I資金以外から供給されていることが条件と

なっていることは他の州と同様であり， 1982年

には州が 1千万ドル，私企業が 2千800万ドルで

スタートしているが，州の出資は1985年,._,_,1986

年には 1億ドルに達している。

(2) 大学との研究協力

前述した ATCの活動について大学との研究

協力という視点から整理してみる。まず最初に

このプロジェクトにより得られた最近の成果を

見てみる。研究開発についてはペンシルベニア

大，ペンシルベニア州立大，カーネギルメロン

大で，それぞれ，ガン治療，血液成分分析，ロ

ボット設計の分野で成果があげられ， 1983年

,._,_,1985年の間に14の特許が取得されている。研

究課題によっては 1プロジェクトで年間 1億ド

ルの売上げと100名の雇用を見込めるものも出

てきている。新しいハイテク企業の育成につい

ては朴I内に20のインキュベータがもうけられ，

スタート時の研究開発の利便性を与えているほ

か，経営コンサルティング，技術移転，ベン

チャーキャピタルによる資金援助のあっせんを

行なっている。この結果， 1983年,._,_,1985年の間

に208企業がスタートアップし， 2,000名の雇用

が創出され，2,900万ドルのベンチャー資金が投

入された。企業化についてのこの種のプログラ

ムとしてはこの他に， 1984年に 1億9,000万ドル

の地方債発行による研究協力機関強化の資金づ

くりが行なわれた。

小企業の育成のために主として大学を中心と

した協力体制がとられ， 13個所の開発センター

(university-based Small Business Develop-

ment Centers)による企業化への協力がはから

れ，小企業に対しては R&Dの補助金の支出

を，大学に対しては総額300万ドルの補助金によ

る教育・研究改善支出が行なわれている。一方

ではこれら企業化へのリスクキャピタル導入の

ための制度として SeedCapital programがも

うけられ，地方債発行によってこれを設立する

ことが行なわれており，州が300万ドル，私企業

が900万ドルという出資構成となっている。南東

部 ATCに協力をしている大学は35に及んでお

り，この他に39の公的，私的な研究機関， 250の

私企業， 7つの労働団体，いくつかのベンチャー

キャピタルの協力を得ている。その他の地区の

ATCについても同様な協力体制がとられてい

る。

(3) インキュベータの役割

ペンシルベニア州の政策として小企業によっ

て雇用拡大をはかることがあげられ， その具体

化をはかるものとしてインキュベータがある。

インキュベータで行なわれているサービスは大

きく 5つに分けられ，財政上のコンサルティン

グ，経営援助，一般的なビジネス支援，専門的

なビジネス支援，物理的サービスで合計38の

サービスがあるとされている。具体的にはコ

ピー機器の利用や郵便サービス，会議室の利用，

秘書業務などが最も利用が多く，法~上の相談

なども含まれている。インキュベータの施設に

ついては建物として2,000,..,.,25,000平方フィー

トであり，独立した建物として建てられたもの

の他に，大学内や製鉄所内部に設置されたもの，
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空きビルを借りたものなどさまざまである。入

所企業としては 3年目というのが平均的であり，

従業員も平均4.5人という小企業が多い。イン

キュベータを利用している企業の反応は概して

良好であり，小企業にとってこの種の施設の存

在意義は大きいと言え，特に財政支援の項目，

各種機器や会議室などの施設の利用に利便性を

感じている。

インキュベータ入所企業についての成長性に

ついてはあまりデータは多くないが， 1983年の

調査で30%の企業が従業員増なし， 40%の企業

が3'"'-'21名の従業員増となっており，平均して 1

企業あたり平均 4名という雇用増のテンポと

なっている。この数字そのものは大きくないと

言えるが，ィンキュベータ内部での実績である

ことから，外部の立地個所へ進出していったと

きの結果については予測がむつかしいとされて

いる。

3.3.5 ニューヨーク州

ニューヨーク州はハイテク雇用の増加率は減

少しているとはいえ，規模ではカリフォルニア

に次いで 2位の位置にあり，また文字どうり政

治経済の重要な地域に属している。州のハイテ

ク政策として1979年の減税を中心としたインセ

ンティブ政策が行なわれたが， 1980年代に入っ

て産業構造として大幅な発展は見込めないとい

う悲観的な見方が多くなっている。特に伝統的

な北東部のかかえる人口流出，貧困層の増加，

非労働力人口の増加といったことが州財政全般

を圧迫しており，このことで発展を鈍らせてい

る要因となっている。しかし逆の見方をすれば

リストラクチャリングの過程で州政府の政策が

どの位有効なのか，取り得る方策の範囲はどの

程度ありうるのかを検証する場合には多くの材

第 55巻第 6号

料を与えてくれる5)6)0 

(1) 州の政策の特徴

ニューヨーク州が製造業の後退，失業，ィン

フラストラクチャーの低下などのマイナス要因

の影響を受けながらもハイテク産業の分野で大

きな比重を占めているのは従来からの連邦支出

によるところが大きい。製造業関連では大きな

工場はすでに第 2次大戦後に南部，西部へと流

出しているが，中小の製造業がかなり広い分野

にわたって存在していると言える。これを支え

た需要としては主として DOD関連の支出であ

り，労働者の平均賃金も常にアメリカの平均水

準を上回っており，熟練技術者の存在があるこ

とを示している。ワシントンという政治の中心

に近いこと，従来から経済の中心地であったこ

となどから1970年代には一定程度の地位を保つ

ことができたと言える。第 2次大戦後， IBM,

GE, Eastman, Kodak, Grumman, Xeroxそ

の他の有力企業の存在は大きな経済成長をもた

らしたし，同時にハイテク分野でもリードする

立場を確保することができた。しかし1980年代

に入りニューヨーク州の平均賃金が全米平均を

下回るという状況になり，議会においても1981

年， 1982年に経済成長のための議案が提出され

るに至っている。

ニューヨーク州における州政府のハイテク化

政策は常にあと追いの形になっていることが指

摘されており，これは基本的な産業基盤が良好

であったため特に政策の必要性が感じられな

かったことに 1つの原因がある。しかし1960年

代から1970年半ばにかけてリサーチパークが各

地に建設されていくのに対応する形で州の委員

会が構成 (AdvisoryCouncil for the Advance-

ment of Industrial Research and Develop-

ment)され，ハイテク企業に対する優遇税制お
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よび投資基金 NewYork State Science and 

Technologyが設立された。この場合に州内に

有力な工科系大学がないことと，他のハイテク

先進州に比べて連邦政府の R&D支出が相対

的に少ないことが強く意識されている。政策の

実行にあたっては1978年に従来の組織を再編成

して EconomicAffairs Cabinet (EAC)がス

タートし，このもとにハイテク化へ向けての実

行組織が行政の各セクションの協力のもとに作

られた。ここで討議された第 1の課題は科学技

術基金の創設であり， 1981年に法律化されてい

る (Scienceand Technology Foundation)。こ

れと並行して第 2番目の課題として連邦政府か

らの R&D援助をいかに引き出すかが注目さ

れており，特に大企業向けではなく新しく発生

している中小のハイテク企業へ振り向けること

が提案されている。特に興味が持たれるのは

ニューヨーク州とワシントン政府との関係につ

いての考え方であり，州政府の委員会では

ニューヨーグ州は連邦のハイテク支出はまず第

1番にニューヨーク州に対してなされるべきで

ある (1978年当時はカリフォルニア，メリーラ

ンド，マサチューセッツに次いで4位）として

おり，ワシントンでのロビー活動の活発化が前

面に出ていることである。また報告書にも

ニューヨークがハイテク分野で伸びることはア

メリカそのもののハイテク化の進展であるとい

う表現も見られる。

このような議会や政府での動きは結局のとこ

ろ他の州のハイテク化を見習う方式へ落ちつく

ことになり，リサーチパークの建設，ベンチャー

キャピタルヘの援助，税制によるハイテク企業

の優遇などが実行に移された。特に大学の位置

づけについては分野ごとに大学の担当を決め，

コーネル大学では農業・バイオ，コロンビア大

学でば「青報関係，ニューヨーク州立大学などで

は医療・バイオなどへと割り当てられた。また

ハイテク技術センター (Centerfor Advanced 

Technology)では大学一私企業の間でのハイ

テク情報の流通サービスなどを受けもち，この

関係を通じて私企業が大学などの研究施設を使

うという環境が整備されてきた。この結果現在

では 7個所のハイテク技術センターが建設され，

34個所にサービスセンター (PrivateIndustry 

Council)が設立されており，特に地域的に他の

州のような集中化を避けている点が強調されて

いる。

(2) 従来型産業の育成との関連

ニューヨーク州においては製造業を中心とし

た従来型の産業分野のリストラクチャリングと

ハイテク産業の育成という 2つの局面を同一の

政策として実行する必要があり，具体的には企

業に対しては経営革新の制度が，労働者に対し

ては再教育システムが制度化されることになる。

企業革新については都市開発会社 (Urban 

Development Corporation)が債券発行により

3,000万ドルの基金により設立され，企業革新セ

ンター (Centerfor Industrial Innovation)を

通じて企業への協力を行なうこととなった。労

働者再教育については34個所の PrivateIndus-

try Councilを通じて行なわれることとなり，従

来の再教育関係の法律が改正され新たに連邦職

業訓練法 (FederalJob Training Partnership 

Act)となった制度のもとで実施された。一方，

州政府独自の政策としてコミュニティカレッジ

を通じて主として技術関係の再教育が行なわれ

ることになった。

労働者の再教育の課題はどの州でもかかえて

いる問題であると言えるが，政策の上では両方

とも考慮したものとならざるを得ない形態と
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なっている。しかしいくつかの州の報告でも明

らかにされているように，従来型産業の労働者

を再教育することはそれほど容易なことではな

く，多くの場合その労働力はハイテク産業には

吸収されてはいない。一般に再教育とは言って

も広範囲の課題を含んでおり，ニューヨーク州

の場合にもまず構造的失業を解消する職業訓練

が1つの分野として存在しており，この他に女

性や身障者に対するプログラムなどが含まれる。

従ってハイテク技術を習得するという意味での

再教育は再教育プログラムのごく一部しか占め

ないことになるおそれがある。

3.3.6 その他の主な州

アメリカのほとんどの州がハイテク産業育成

の政策を行なっているといえ，これをすべて分

析する余裕はないので，以下では特徴的と思わ

れる政策を実施している州についてその政策概

要をのべていく 1)7)0 

(1) ノースカロライナ州

リサーチトライアングルとして知られている

ノースカロライナ大学近効のリサーチパークは

ハイテク企業立地の代表例としてよく引用され

る8)。ハイテク企業の立地数はそれほど多くは

ないが， DOD支出が少ないこと，州が土地の買

収や開発などを長期にわたって計画的に行なっ

てきたこと，大学との関係が極めて緊密である

こと，アメリカでも数少ないリサーチパークの

研究所 (ResearchTriangle Institute) をもっ

ていること，研究機関が中心であることなどの

特徴をもっている。このような特徴から日本に

おける地域開発のモデルとして参考にされるこ

とが多い。ノースカロライナ州はもともと農業

や低賃金の製造業を中心とした地域であり，戦

後においても DOD支出などの恩恵は受けてい

第 55巻第 6号

ない。リサーチパークの開発は1956年よりリ

サーチトライアングル内の主要な 3大学の関係

者と州関係者により構想され， 1958年に初期の

土地取得（個人），研究機関の誘致が行なわれ，

こののち州が中心となった非営利機関により土

地購入，企業誘致の活動が引き継がれている。

州内のインクラ建設は他州より立ち遅れていた

といえるがこの条件がかえって企業立地と環境

との調和を義務づける規制をもうけることを可

能にしている。

リサーチトライアングルが飛躍的な発展をと

げるのは1965年からの IBM研究所など有力研

究機関が立地してからのことであり， IBMによ

り約2,500名，国立環境衛生研究所により約2,

000名の雇用増があったとされている。特に

IBM研究所（現在5,500人雇用）の立地が与えた

影響は大きく，その後の各種の研究機関誘致を

うながす結果となっており，現在，連邦政府関

係 5'民間 4'州・大学関係14の研究機関が立

地している。ノースカロライナ州でのリサーチ

パーク成功の要因として企業アンケート等によ

り整理されている内容としては， 1)3つの主要

大学への近さ， 2) パーク内企業への近さ， 3)

労働力確保の容易さ， 4)気候条件などがあげら

れており，地方都市にありながらいわゆるハイ

テク環境の整備によって発展をとげた典型的な

例であるといえる。企業進出は現在でも活発で

近年，デュポン，チバガイギー， BASFなどの

他，日本からも住友エレクトロニクス，三菱セ

ミコンダクタなど海外企業が多いことも特徴と

なっている（西独92,英国52, 日本34, カナダ

32など合計325社）。農業中心の社会（労働者の

多くが農耕をいとなむ）であること，賃金水準

が低いこと，州のハイテク政策が長期的に安定

していること，大学卒業者の確保が容易なこと
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などが継続的な企業進出を引き出している。

(2) ミネソタ小卜I

全米でも人口密度が低い方に属する厳寒地で

あることから従来よりミネアポリスヘの集中化

政策が行なわれてきており，教育投資額は全米

5位であり医療行政も上位にランクされるなど

公共サービスの水準は高いとされている。市場

から遠距離にあるなどもともと私企業に対する

インセンティブが少ないため州政策として特別

な配慮が行なわれており， 1930年代に所得税制

度の採用があり， 1939年以来，企業は州内の企

業活動に対してのみ課税される制度となってお

り，本社機能やそれに近いものを誘致すること

に成功し，全米有力1,000社の集中度は 4位に達

している。また， 1967年からの情報産業の伸長

の時期には企業内のコンピュータ施設に対する

非課税措置などを実施，更にこの分野の固定資

産税の減額を行なっている。一方，公共サービ

スの生産性向上や失業保険の見直しなど財政支

出削減も厳しく行なわれた。この結果， 1971年

以降企業からの税収の40%がプールされ，各自

治体間の businesstaxの平準化の基金として

用いられている。

(3) インディアナ州

自動車産業など従来型の製造業の後退が著し

い地域であり，産業の伸長よりは失地の回復に

重点がおかれている。しかしこのような客観的

な状況は行政の積極性をそぐ結果となっており，

1977年に実施された融資制度 IndustrialDevel-

opment Loan for communities and Infras-

tructureが数少ない施策の 1つとなっている。

もともと州税に対する住民感情が悪く全米で43

番目の低さにあること，労働組合の組織率が高

く時間賃金が高くハイテク産業の進出（特に小

企業）に好条件ではないことなどから，人口比

では全米の2.45%を占めるにもかかわらず技術

者数では1.81%を占めるにすぎない。ハイテク

企業の数では多い方に属しているが， ビジネス

環境そのものが悪化する方向にあること，州の

政策として特別にインセンティブがないこと，

またハイテク産業を重視することに批判的であ

ることなどが特徴であり，雇用拡大も GM,

Chryslerや関連企業に大きく依存している

(1985年までに約37億ドルを投資し3,700人雇

用）。しかし客観的に見れば製造業を有している

ことが相対的にハイテク化にあたっても有利に

作用していると考えられ，ベンチャーキャピタ

ルについても小卜I外から2,000万ドル投入され，

CID (Corporation of Innovation Develop-

ment)などにより 7,000万ドルの基金が創設さ

れている。州の機構も1986年以降整備される方

向にあり，経営・技術コンサルティング，生産

性向上の指導，ワークショップの開催などが行

なわれている。

(4) アリゾナ州

フェニックスを中心として最近進出が増えて

いる州であり，天候やカリフォルニアの航空産

業など半導体の大消費地に近いことなどの条件

を有している。しかし州の政策としてハイテク

化が意識されはじめたのは1983年以降であり，

それまでは特に企業への政策を行なってこな

かったため， 1980年には SperryFlight System 

の進出拒否にあっている（アルバカーキヘ立

地）。州政策として具体的なものは税制，州立大

学の工学系の充実 (3,000万ドルの基金），土地

公社によるリサーチパークの開発などがあげら

れる。 1970年,..._,1980年に53%の人口増加（全米

平均11%),収入の86%増が生じるなど急速にハ

イテク化による拡大を続けているが，一方では

大気汚染や水利のたちおくれなどの都市問題も

-127-



経済学研究

かかえることとなっている。

4. ハイテク産業政策の現状と課題

4. 1 州の政策とハイテク化

(1) インセンティブの効果

すでに第 2章において整理したようにハイテ

ク産業政策はほとんどの州で実施されており，

その政策についても州の執行体制，税制， リス

クキャピタル， リサーチパーク，大学との研究

協力体制など共通する項目が多くなっている。

これらは主としてハイテク政策で先行していた

マサチューセッツ州やノースカロライナ州など

の事例にそって政策化されたものであり，特に

1980年代にハイテク政策を開始した州では顕著

である。各種の州立法，それに基づく委員会お

よび構成，賢人会議の設置などについてもほぼ

同様な動きを示しており，この意味でハイテク

先進州の調査・検証，各州での政策化の方向性

（％） 

第 55巻第 6号

はほぼ出そろっていると考えてよいであろう。

州のハイテク政策としては初期には基金，税

制などのインセンティブによる誘致が先行する

第 1段階，成熟企業のリストラクチャリングに

よる雇用減の防止という第 2段階，ハイテク化

の基盤をもとにした拡大過程をたどる第 3段階

をたどることが指摘できるであろう。州の政策

として評価を行なう場合には投入した財政に見

合った効果がインセンティブとして表われてい

るかどうかということに結論的にはなるが，こ

の計量化は非常に困難であり，一部始められた

ばかりである。一般に因果関係そのものの検証

が難かしいことの他に複数個の政策が同時的に

実施される環境にあることは他のケースと同様

である。 1つの例として図 1にマサチューセッ

ツ州により行なわれた税と国民経済の伸長の相

関（実際には逆相関と判別されている）の例を

あげているが，これは極めて良好なデータ特性

のケースである2)。また政策実施のスパンが短

30 

25-＼ 相対,標的個準誤人所差得増 ~l.66-0.59IX (税負担の相対変化）
＼ (0.89) (0.07) 
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年）
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かく統計処理の対象として不適切な場合が多い。

しかし定性的に見ればインセンティブは評価

できる形となってきているといえ，税制につい

ては初期においてカリフォルニア，マサチュー

セッツなどでベンチャーキャピタルを誘致する

作用を果しているし，もう少し長期的に見れば

ミネソタの情報産業への優遇措置などもあげら

れる。税制は重要な要素であり，投資や研究開

発に対する減税， リスクキャピタルヘの課税軽

減は良好なビジネス環境を形成している。特に

小企業のスタート・アップ時期にはかなりの効

果をあげていると言える。逆にカリフォルニア

州やアリゾナ州など現在進出が活発化している

地域においても大手企業が進出を拒否した例も

見られる。リスクキャピタルは州の政策に大き

く左右されると言え，州による税制，保証制度

のほかにハイテク企業に関する情報活動を行な

うサービス業の存在がハイテク企業への投資環

境を作りあげていったと考えられる。現在，ベ

ンチャーキャピタルがカリフォルニア州，マサ

チューセッツ州などいくつかの州に集中してい

ることは状況をよく説明している。これに対し

て後発した小Mであるペンシルベニア州などでは

ベンチャーキャピタルの活動はそれほど活発と

は言えず，ハイテク企業の立地数では上位を占

めているものの成長率は低下する傾向にあり，

企業への投資も州の基金が中心となっているた

め制約条件が多く存在している。もちろん MIT

など優秀な大学の存在や DOD支出額などの基

本的条件の違いをあげることができるが，この

条件を政策として位置づけることができるかど

うかがより重要であることはマサチューセッツ

州での経過からも見出すことができる。

次にインセンティブとしての地理的・都市機

能的な差異については全般的にはハイテク産業

がそれほど地理的条件に制約されないという特

性を示しており，大都市よりは中小都市へ，寒

冷地よりは温暖地へと移動する実態があり，日

本においては地方へのハイテク産業の進出は行

なわれているとはいえ中枢的機能は東京へ集中

化される傾向にあることは大きな違いを見せて

いる。このことは資源依存型の大規模；工業，大

労働者群の存在を前提とした企業形態ではなく，

中小規模経営と高技術レベル労働者グループに

よる生産へと移っていることを示している。大

都市は貧困や犯罪など行政が対応すべき問題が

年々悪化する傾向にあり，企業立地として悪い

条件となっていることのほかに自治体：の財政負

担増という結果も招いている。北東部地域に比

べて南部・西部地域の中都市は歴史的にもこの

種の都市問題の影響を強く受けていないといえ，

カリフォルニア州内においてもロスアンゼルス

郊外，サンジェゴ周辺など市街地ではない所へ

の進出が活発化している。しかしここで注意し

なければならないことはハイテク企業がさほど

立地に左右されないとは言え受注，需要に対し

て大きな反応を示すことであり，ある程度のま

とまった DOD支出や過去のハイテク産業の蓄

積，連邦政府へのロビー活動の良否などが要因

となってくる。この意味からニューヨーク州や

ペンシルベニア州その他に存在する大都市につ

いても今後ともハイテク産業の中で一定の位置

を占めるようになるであろうし，地方の小都市

は都市機能の欠除と政治的・経済的な孤立から

魅力ある地域にはならないであろう。ハイテク

化は社会の情報化と大きな関連をもっていると

いえ，新技術やその商品化，特許の保護，競合

企業の情報などが企業活動の大きな柱となって

おり，各州における数個所の拠点的な都市へと

集中化する傾向を示すことになる。このことは
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日本においても見られることであり，物理的に

は分散化する傾向にあるが実質的な企業活動や

そのための情報機能ということではよりグロー

バルに，そしてより集中的に行なわれることに

なる。

ハイテク化にあたってのインセンティブのも

う一つの側面として企業と誘致と住民福祉との

バランスがあげられ，マサチューセッツの場合

のように企業への減税が州財政を圧迫し，結果

的には社会資本の低下を招き別のインセンティ

ブを相殺することが生じている。ハイテク化に

よる企業成長には何よりも市場原理が働らくと

いえ，傾向的には私企業への援助，環境づくり

が優先される。労働組合もこの場合には再教育

プログラムなどマイナス局面で参加を保証され

るケースが多く，ハイテク化全般にわたる政策

決定に果す役割は小さい。これは州政策そのも

のを議論することになり本論文の範囲で取り扱

える問題ではないが， 1つの方向性として興味

あるのはニューヨークやペンシルベニア，ィン

ディアナといった，いわば成熟した製造業を多

くかかえた州の政策である。これらの地域では

製造業そのものの伸びも期待できないし構造不

況や都市問題もかかえており，大規模なハイテ

ク化や再編成よりは小規模な企業育成とそれに

よる産用拡大に重点を置いている。労働省の再

雇用などのきめ細かな制度やセンターづくりは

目立った政策ではないが，活性化 (revitaliza-

tion of mature industries)の方向性としては

妥当であろう。

(2) 政策と実行条件

ハイテク化にむけての州の政策が実行される

にあたって大きな条件となるのが政策の継続性

と他の政策とのバランスである。後者の問題に

ついてはすでにいくつかの例で述べたが，マサ

第 55巻第 6号

チューセッツ州などのようにハイテク化では成

功をとげたが1975年までの小卜I財政の悪化傾向を

くい上めることはできず，福祉部門の財政削減

などが現在でも行なわれている。特に企業誘致

のための優遇税制は企業へのインセンティブと

して大きな効果をもっているが，適用されたあ

とに旧来ベースヘ復帰することは極めて困難で

あると言える。しかしこのような州の各種の政

策とハイテク政策とのバランスについては多く

の努力が払われているといえ，北東部地域にお

いては従来型製造業を重視する政策がとられ，

ニューヨーク州などあらかじめ産業の低成長を

見込んだ政策がとられているなど，州の現状が

外的環境として考慮されている。また，水問題

などは南部，西部地区への企業進出を規制する

ポイントとして政策化されていることも指摘で

きる。

これに対して前者の州政策の継続性やハイテ

ク企業に対する姿勢といった面では州ごとにさ

まざまな状況が生まれているといえ，政策の立

案と実施という点での評価としてはこの分析が

必要である。この問題に関しては多くの分析視

角が可能であろうが，政策の継続性，企業活動

への考え方，ィンフラ政策，大学など研究機関

との関係などについて整理してみる。まず政策

の継続性については政権の交代や議会との関係

などが主要な要因であるが，全般的にはむしろ

州内の官僚機構，企業体を通じた組織運営のあ

り方に問題点を求める見方ができる。アメリカ

型の組織経営は連邦政府の官僚機構，行政機構

に代表されるように一定期間の執行体制を前提

としたものが多く，日本のように政権交代によ

りあまり官僚機構が変化しない場合と異なって

いる。従って州へ進出する企業にとっては州の

政策はもちろん，金融機関などファイナンスに
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ついても短期的な政策変更を前提としなければ

ならないが，企業活動にとってこれはマイナス

である。カリフォルニア州では1970,.......,1980年代

に到っても知事による政策変更がおこっており

企業の州政策の評価は良好ではない。またマサ

チューセッツ州においてもデュカキス政権から

キング政権への移行が大幅企業減税という公約

により達成されその整理を更に第 2次デュカキ

ス政権で行なう結果となっている。これに対し

南部の各州は農業，繊維工業を中心として比較

的変化の少ない産業環境と伝統的に政策の継続

性が期待できることが評価されており，ノース

カロライナ，ジョージア州などを企業が評価す

る要因ともなっている。このことは州の多くが

近年ハイテク政策を強化した場合が多いこと，

政策の評価という複合的な問題であることから

定量的な評価は難しいが， 1950年代におけるカ

リフォルニア小卜1スタンフォード地区の発展，最

近のノースカロライナ州リサーチトライアング

ルの発展は政策の継続性をたどる上での具体的

な例である。次に州の政策実施とかかわりを

もっている，州の企業に対する姿勢についてで

あるが，これはハイテク産業の進展に伴なって

評価の視点が少し変化してきていることに注目

する必要がある。従来の企業への政策として税

制上の優遇措置がとられてきたが，結果的には

州財政やひいては生活環境の悪化をもたらすこ

とが認識されはじめており，ハイテク地域に生

活する労働者の生活水準，州立大学の供給する

人材の質などの総合的判断から，むしろ応分の

税負担を前提とした考え方がとられてきている。

また各州が同様の政策をもっていることも税そ

のものが決定要因でなくなってきている原因と

もなっている。このような意味では従来からこ

の種の政策をとっているノースカロライナや，

「古典的なビジネス環境」を堅持してきている

カリフォルニア州の政策は，一時的には進出企

業の不評を買った時期はあったが現在では再評

価されているといえる。企業に対する即応的な

利益提供ではなく，ィンフラ，教育，生活環境

などの総合的な改善を企業に対するビジネス環

境として把えることが政策の中心として考えら

れていることは重要なことである。

州の道路網，空港などのインフラについては

企業進出の条件となっており，リサーチパーク

の多くはハイウェイぞいに建設されており，情

報関連産業かどでは半導体やソフトウェア製品

の輸送の便から空港が重視されることは知られ

ている。しかしすでに述べたようにハイテク地

域の多くがSMSAでありハイウェイ，空港は

程度の差こそあれ比較的ととのっていること，

日本に比べ空路が発達していることなどから企

業へのインセンティブとして過大に評価するこ

とは問題である。むしろ問題はリサーチパーク

内のビル建設やそれに伴なう上下水道の整備，

ハイウェイヘのアクセス道路の整備，住宅地域

の開発など主として地方自治体レベルのことが

らが多く，州が地方自治体のこれら政策をどの

ように把えているのか，地方自治体の財政均衡

化に対する政策は何かが重要となってくる。こ

れらに関し最近注目されているのがハイテク地

域の分散化であり， 1980年代からマサチュー

セッツ州，ノースカロライナ州で長期的な政策

として取り入れられている。一般に企業進出が

活発化するのに伴ない過密な地域を避けて周辺

へ広がっていく例としてはカリフォルニア州の

シリコンバレー，ロスアンゼルス近効など多く

見られるが，州内の平均的な地域発展を追求す

る上から未開発地域へのインフラを優先しして

いく政策は興味あるところである。またこの財
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源として州税の一部をプールするやり方や地方

自治体の債券発行の制度化などが行なわれてお

り，州の政策立案とそれを実行する各地方自治

体の援助という従来からの協力関係が柱となっ

ている。

第 4番目の州の教育に対する政策については，

大学と企業の共同研究の他に初等教育や職業訓

練を含めた一般的な教育条件の改善があげられ

る。後者については州のハイテク政策としてと

りあげられることが多くなってはいるが効果が

あがるまで長期間を要することと，再教育プロ

グラムは不況業種への対策であることなどから

ハイテク産業との直接的な関連性を求めること

は難かしい。従ってハイテク政策として理解さ

れているものの多くは大学との研究協力である

といえるであろう。ハイテク企業と大学の研究

というのは一般的にはかなりの成果が期待でき

そうに考えられるが，すでに述べたように実際

にはそれほど多くのものを生み出しているとは

言えない。例えば半導体設計製造技術に関して

いえばカリフォルニア州のカリフォルニア大学

の本校・分校で構成されたプログラム，ノース

カロライナ小卜1の主要大学を中心として作られた

マイクロエレクトロニクス・センターなどがあ

げられるが，いずれも学生の教育や基本的な技

術習得を目的としたものであり，現在の半導体

開発競争のレベルヘ到達できるものではないし

大規模化している製造工程の改善のシミュレー

ションも不可能である。バイオテクノロジー関

係についてもいくつかの大学に有力な研究機関

が存在するが，研究の公開， DODとの関連，ぁ

るいは直接的な商品化の困難さなどの問題を

もっている。従って大学の研究と企業との結び

つきというのは非常に魅力的に思えるが州の政

策としてどこまで実現できるかについては多く

第 55巻第 6号

の問題がある。ハイテク企業は明らかに企業活

動を行なうことにより成長をしていくのであり，

そのための環境を作ることに州政策の重点を置

くことが基本であり，ペンシルベニア州などが

実施されているインキュベータづくり，各種の

コンサルティングを行なうセンターづくりと

いったものが小企業のスタートアップには有効

である。また大企業や各種の研究機関の場合に

は自分自身で多くの研究スタッフをかかえてお

り，全国的なレベルでの研究者の交流が行なえ

ることから，地域に対する期待としては大学の

供給する優秀な人材，労働者の子弟のための良

好な教育環境といったことが主たる関心である。

4.2 ハイテク化と産業活動

(1) ハイテク化と製造業

ハイテク産業が高学歴，高収入の労働力を吸

収し，この周辺に多くのサービス業が出現する

ことは前に述べたが，このような労働力に対す

る雇用機会の増大と反比例する形で従来型の多

量生産の製造業が消失ないしは流出していくと

いう問題が生じている。例えば半導体製造の関

係では研究開発や製品設計の部門はハイテク企

業としてアメリカ国内にとどまるが，製造工場

そのものは人件費や相対的な労働力の質の面か

らアジアなどへと流出し，アメリカ国内での生

産の拡大や特に中程度の熟練度や学歴を有する

労働力に対する労働機会の減少として現われて

きている。もっともこの現象はアメリカ全体に

ついて一般的に述べたものであり，シリコンバ

レーやテキサス州においては拡大しているが，

逆にこれらの地域では半導体製造のみに特化す

る局面を見せており，コンピュータ製造の分野

はほとんど見られなくなっている。従ってハイ

テク化が進展することによって従来型のメカニ
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カルな製造業の労働力人口が減少すると同時に

エレクトロニクスなどハイテク分野における製

造業についても企業立地の変化が見られる状況

になっている。

このような傾向は結論として多量生産と単純

労働を伴なった製造業，最近の半導体産業のよ

うな装置産業，設備投資や資本回収の規模が大

きくなる分野についてはハイテク地域内での立

地が減少しているということが言える。そして

ハイテク地域がもともとアメリカに従来から存

在していた工業地帯から拡散する形で形成され

てきたことからも言えるように，アメリカの国

外へと流出している現象がある。このことは地

域によってはハイテク化による雇用機会の増加

よりも深刻な影響をもつことになる。また，日

本などとの国際競争で世界市場におけるシェア

が低下していることも新たな要因として加わっ

てきている。

ハイテク化にあたっての製造業の果す役割に

ついては概括的には前にも述べたが，ここでは

いくつかの最近の事例を分析してみる。まず自

動車産業を例にとってみると最近の新技術とし

て自動化とエンジンの高性能化があげられる。

前者はカーエレクトロニクスと総称されている

ものであり，ェンジンの制御，走行の自動化，

車内設備の管理を MPUを用いたシステムによ

り行なうものである。また後者はセラミックエ

ンジンにより燃費を飛躍的に向上させるもので

あり，研究開発から実用化の段階に入っている。

半導体とセラミックエンジンというハイテクの

付加価値により市場競争力は強化されることが

予想される。しかしここで問題となるのが自動

車工業そのものの存在であり，最近のようにレ

イオフや企業閉鎖が続いている状況では新技術

の適用はおろか新規に投入された設備の有効利

用もままならないことになる。現在のところア

メリカでセラミックエンジンが注目されている

のはもっぱらら軍事用であることもこれを象徴

している（研究者数でアメリカ20に対し日本3,

000)。

エレクトロニクス製品も半導体製造と強いか

かわりをもっており，日本からアメリカヘの

DRAMの輸出規制や一時的な DRAMの品不

足がアメリカのパーソナルコンピュータや OA

機器の生産を低下させたことはよく知られてい

る。半導体は産業のコメでありその需要を引き

出すものは具体的な製造業である。ビデオ， TV

といった成熟した分野においても CCD 

(Charge Coupled Device) や最近の32ビット

MPVの需要を引きおこしており，これらの生

産ラインのないアメリカではハイテク化の成果

をライセンス非公開などの手段で生かす以外に

方法はないといえる。しかし製造業と結びつい

ていないことはコスト面はもちろんユーザーの

要求する品質，性能についてのクレームも反映

されにくい（もちろん生産管理体制のあり方そ

のものの影響も大きい）ことはロボット産業な

どと同様である。

すでに採算面から日本では構造不況業種に数

えられるようになった鉄鋼の技術についても，

現在までその自動化技術のために多大な技術が

投入され，冶金技術はもとよりセンサ，制御な

どに関連したエレクトロニクス技術，燃料から

の硫黄の固定などの技術にまで及んでいる。ア

メリカとの較差が生じたのはこのようなハイテ

ク技術による生産性によるところが大きい。こ

れと似かよった事例は日本のプラント建設にも

よく見られ，発電施設や電力施設などへ納入さ

れるコンピュータの多くは富士通など大手コン

ピュータメーカーよりも，日立，東芝といった
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重電気部門を有している企業系列の機種が多く，

コンピュータそのものの性能とは違ったプラン

ト技術そのもののノウハウが大きく影響する。

(2) 産業再編成とハイテク化

自動車や鉄鋼などの不況業種に対し着実な成

長を示しているハイテク産業は国民所得や雇用

増の効果を生み出すことが期待されているが，

これを産業の再編成という視点から見るとやや

複雑な様相を呈してくる。ハイテク化と製造業

の関連についてはすでに述べたところであるが，

従来の製造業の技術力の再編成としてハイテク

化が機能していれば理想的な形で展開している

といえるが，現実には例えばアメリカの自動車

産業は最近一段と減速化の傾向にあり新規に投

入された設備も使われないケースが生じている。

このようにハイテク産業の伸長の一方で製造業

の停滞，不振が続くという現象はアメリカに限

らず先進資本主義国が共通にかかえている問題

であるといえる。現在のところ日本の製造業は

その技術力が高いことと， NIES諸国での労働

賃金上昇の圧力が相対的に日本企業にプラスに

働いていることなどから製造業での力を維持で

きているといえ，西ドイツでは鉄鋼，石炭など

基幹産業の存続がいわば国策として行なわれて

きたことが，アメリカとの差異を生む結果と

なっている。しかし日本企業の海外進出は相変

らず盛んであり，国内での製造業が空洞化する

傾向にあることはよく知られているところであ

る。また政府の行なう産業政策というレベルで

考えれば新規に育成を開始し成長性が期待され

る産業分野に対しては各種の優遇的な政策が行

なわれることになるが，一方ではマイナス成長

産業に対しては優遇措置の打ち切りや場合に

よっては強制的な手段によるスクラップ化が実

施されることになる。むろんこれを分析するこ

第 55巻第 6号

と自体が大きな課題であり，また図式としてこ

れほど単純化はできないにしろ，政府の産業政

策の一般的傾向およびこれに対応する形での各

産業分野の浮沈ということを考慮する必要があ

る。

すでに分析したことではあるがハイテク産業

の伸長に伴なって各種の情報サービス産業が増

大していること，アメリカでは労働者の約 7割

がサービス産業に従事していることなど，経済

のソフト化が着実に進展していることもこれを

裏付けている。また細かく見てみるとマサ

チューセッツ州など非電気測定装置や各種の伝

統的な製造業の存在がハイテク産業の伸長に大

きく寄与した地域においても，これら製造業を

上回わるサービス業の伸びが見られている。一

方，ハイテク産業の内部においても各分野の特

性が分化する傾向にあるといえ，半導体製造な

ど大型の装置産業の場合には工場立地と低賃金

を求めて他のハイテク地域へと移動していく

ケースも出てきており，また研究機関を中心と

して構成されたハイテク地域と大型の製造業が

配置されているハイテク地域とでは経済不況な

どの影響も大きく異なっている。特に半導体製

造，ロボットなどメカトロニクス，セラミック

ス製品など製造業関連部門はハイテク産業の中

でもいわば成熟した分野に属し，アメリカの相

対的な国際競争力の低下が予測されるとともに，

これに伴なってアメリカ国内のハイテク地図の

再配置が引きおこされることになるであろう。

このような産業政策のいわば影の部分のもつ問．

題についてはハイテク産業に限らず多く指摘さ

れているところであるが，ハイテク化のための

州政策として見落してはならない点である。

アメリカでは DODによるアメリカ半導体製

造業に対する全面的なバックアップがあること
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や技術開発力での優位性などから急激に状況の

変化が生じることはありえないが，海外を含め

た製造工場の移動は今後も行なわれると見られ，

海外への流出の場合にはハイテク関連労働力の

減少をもたらすことになる。この問題について

はすでにいくつかの分析があり，カリフォルニ

ア州のシリコンバレー，コロラド州のシリコン

マウンテン（デンバー周辺）などが半導体製造

に依存している一方でマサチューセッツ州など

ではコンピュータ製造，機器製造などのライン

をもつ工場が多く立地している有利さが指摘さ

れている。従って技術的な優位さを維持できる

ハイテク産業の存在はどのハイテク地域にとっ

ても魅力的ではあるが，そのような分野は特定

の地域に集中化されていく傾向にあり，大量生

産型の製造業をひかえた地域は不安定性をもつ

ことになる。日本においても情報産業分野で基

本設計や開発部門の地方進出が極めて困難であ

ることと同様の状況である。このような問題を

配慮した政策を立案することは可能であっても

具体的な企業進出を引き出すまでには多くの政

治的努力が必要とされるであろう。この点から

言えば連邦政府や IBMとの長い間の交渉によ

り大型の研究機関や製造業を誘致させることに

成功したノースカロライナ州のケースはむしろ

例外的であると考えられ，多くの地域では DOD

支出とこれに関連したハイテク産業が生起し，

過密化や市場，環境などの条件改善のため更に

他の地域へと転出をするという資本ベースの動

向が中心であるといえる。

(3) ハイテク化と労働力

アメリカの産業再編成とそれに伴なう労働力

供給の問題については結論的に言えばハイテク

産業のうち伸び急速である分野やソフトウエア

産業のように労働集約型である産業については

労働力不足が見込まれており，現在のところ需

要が供給を上回っているのが一般的な状況であ

る。アメリカでのハイテク労働力の供給として

特徴的なことは日本などと異なり小企業におい

ても高収入を求めて優秀な人材が集まってくる

こと，他産業分野からの流入（再教育後の）よ

りも大学からの新卒や同業種内部での転職が比

較的多いことがあげられる。

第 1番目の点に関して言えばハイテク産業は

研究開発や高度技術によって企業成長をとげて

いるという評価面がある一方で，技術者の高学

歴化，高収入化による問題も出てきている。ま

ず高学歴化に関しては一般にアメリカ企業の内

部においては Ph.D取得者が多いと言われる中

にあってもハイテク産業における比率は高く，

しかもその構成比は増加する傾向にある。企業

の中において Ph.D取得者がどのような活動を

しているかという問題は一方では大きな課題で

あろうが少くともハイテク企業にとって不可欠

な存在であると言えよう。このことは労働力の

供給と賃金上昇という 2つの側面をハイテク企

業にもたらしている。前者の労働力供給につい

ては労働力構成のうち相対的に高学歴となって

いる白人の構成が絶対数において減少すること

などが予測されている。

アメリカの人口それ自体は主として後進国の

難民の移住により引き続き増加しているが，大

学に限っていえば1995年までに入学者が

12,....,_,16%減少し， 18,....,_,24オ人口が減少すること

が予測されている。しかしこの OTA報告(1986

年）では同時に女性やマイノリティの入学者が

増加すること，コンピュータ工学，電子工学以

外の分野の労働者の再教育が進むことから工学

分野での労働人口の減少はそれほど深刻ではな

いとしている。大学入学者が減少すること自体
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はこのように企業の生産活動レベルで調整され

ることはあっても，企業の研究開発に必要とさ

れている Ph.D取得者が不足することは確実で

あり，特に工学系との新規 Ph.D取得者でのア

メリカ人の比率が半分以下となっている現状で

は将来的には問題となってくるであろう。

第2番目の労働力の再教育という点について

はアメリカの州政府の政策もあり関連性に興味

がもたれるが，結論的に言えばハイテク以外の

産業分野の労働者の再教育よりも新規の労働力

に重点を置いており，マサチューセッツ州など

のようにいわゆる失業保険をカットする政策を

とっている所もある。この事情はアメリカだけ

でなく日本などでの産業再編成においてもあて

はまり，ハイテク化は職業訓練などにより習得

できる単純労働ではないため一般に再教育・再

雇用のルーチンが取りにくいことが指摘できる。

このことは特に中高年の労働力については深刻

な状況となっている。

これら 2つの問題と関連して指摘される問題

としてハイテク産業化での人種的な差別があげ

られ，南部地区を分析した研究ではハイテク産

業の進展は白人男性には良好な雇用機会の拡大

となっているが白人女性はそれより劣り，黒人

については更にそれを下回る傾向や，むしろハ

イテク化により従来の職業分野からはじき出さ

れ悪化したことが報告されている。一般にハイ

テク化は高学歴労働者に有利に働らくことが予

想され，白人男性が転職などにより労働条件改

善のチャンスをより多くもつことができること

は予想できるが，ここで特徴的なことは黒人男

性などにとってはハイテク化の効果が及ばない

ばかりではなく，単純労働などへのシフトや一

般的な雇用機会の減少などのマイナス面をもっ

ていることである。
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このような労働力供給の問題とならんでカリ

フォルニア州のシリコンバレー地区に代表され

るようにハイテク地域への人口の移動は住宅経

費の高騰，交通渋滞，大気汚染などの生活環境

の悪化をもたらしている。また南部や西部地域

への企業進出では水の供給の問題は 1つの大き

な制約条件となっており，企業進出はもちろん

住宅建設が抑制されている地区もあり，このこ

とが住宅価格を上げる原因とも言われている。

しかしこれはアメリカの内部でしかも従来から

比較的住環境に恵まれた西部，南部地域での状

況であり，日本の東京など大都市周辺とは異

なった基準と考えてよい。この問題に関するア

プローチとしては種々考えられるが最も興味あ

ることは企業立地の制限条件としてどのような

影響を及ぼすかである。一般的には州政府によ

る規制や企業進出の鈍化として述べられるであ

ろうが，人口の移動はハイテク企業以外の移民

や一般的な大都市からの人口流出の影響も受け

ており，単純な図式ではとらえられない。また，

アメリカの自然環境のもとではアリゾナやコロ

ラドなど住環境にかなりのエネルギーと経費の

投入をもともと必要としている地域がハイテク

地域に含まれており，相対的な基準において考

える必要がある。

4.3 ハイテク産業と研究開発体制

(1) ハイテク産業と連邦支出

マサチューセッツ州のハイテク政策が成功し

た要因として DOD支出およびその他の連邦支

出が人口比に対して多かったことがあげられて

いるように，ハイテク産業にとって安定したこ

れらの財源は重要な存在である。現在ハイテク

地域として発展している州のほとんどは連邦の

一般支出および軍事支出の恩恵を受けている。
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アメリカ経済全体が大きな産軍複合体制の影響

を強く受けているのでハイテク産業だけに限ら

れたケースではないといえるが，ハイテク化に

おける特徴として小企業の活性化に大きな役割

を果たしたことがあげられる。図 2には最近の

アメリカにおける研究開発費の供給と支出先を

示しているが，研究活動の大半は私企業により

行なわれていることがわかる。連邦政府の供給

額の一定割合は軍事目的の DOD支出であり，

これが多額に支出されている州としてはマサ

チューセッツ州，ペンシルベニア州，ニューヨー

ク州，ワシントン D.C.など東部地区が圧倒的

に多く，それ以外では同レベルのものとしてカ

リフォルニア州のみがある。テキサス州，ワシ

ントン州などはイリノイ州，オハイオ州などと

同水準であり支出が東部に集中していることが

指摘できる。 DOD以外の連邦支出についても，

ほぼDOD支出と同様の傾向にある（詳細は省

略する）。

このような例は戦後の IBMの企業成長の過

程に見ることができ， 1950年代には国防ネット

ワーク SAGEおよび B-52爆撃機のプログラム

開発で7,000---...,8,000人を雇用することができて

いる。また同時に成長の過程で多くの技術者が

実業家として独立するチャンスを与えられ，現

在の DEC,Wang, Data Generalなどの企業が

この時期以降に創設されている。当時の航空機

産業など大企業に対する研究開発投資に対して

このような新しい分野に対する投資がハイテク

化の分野で小企業を成長させていったといえる。

MITを中心とする有能な技術者の存在と1950

年代の政治的緊張による多大な軍事支出が企業

成長を支えた大きな要因となっている。現在の

SDI開発についても種々の議論がありながら
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図 2 連邦政府および私企業の研究開発投資と支出
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も2,500名をこえる大学人が名のりをあげてい

ることにも見られるように，DOD支出が果して

いる役割は大きい。DOD支出がなかったらハイ

テク産業の発展はあったかという問題は現実的

ではなく，現在は DODの R&D支出がアメ

リカの国際競争力を高める上で寄与しているか

という形へ議論が展開されていることは前にも

述べたことである。第 2次大戦後にアメリカほ

どの R&D費用を投入できる国はなく，また

その成果として得られた製造業の生産性につい

てもこれを上回る国はどこにもなかったという

意味でハイテク産業の伸長がもたらされたのに

対し，現在では NIESも含め多数の競合相手が

存在する環境の中でハイテク産業を検討する必

要があることが基本的なことがらである。

DODの需要そのものは企業そのものを存在

させるという広い意味では産業育成の役割を果

しているが，軍事技術の転用などでは後ほど分

析するように積極的な役割を果していないと言

える。大手企業は収益の一定部分を DOD需要

に依存しているがそれほど大きいものではなく，

IBM (2.5%), GM (3%), GE (9%)などの

他，比較的高率と思われる航空機製造でも

Hughes社 (30%)であり， Hughes社は全世

界で70"-'80%のシェアをもつことを考えると小

さい。このことから DOD支出が果す役割の 1

つとして小企業に対し少額で広範囲にわたる需

要を作り出していることが予測される。すでに

議論したように小企業の成長がハイテク産業伸

長の 1つの特徴であり，DOD支出はこの意味で

ハイテク産業の基盤そのものを支えることに

なっていることがわかる。従ってマサチュー

セッツをはじめ，ハイテク化で急成長をとげた

州には DOD支出が多いという 1つの因果関係

がこれで示されることになる。しかしながらこ

第 55巻第 6号

の産業の性格については議論の残るところであ

り，基本的には spendingpolicyを支えている

DOD支出が必ずしも国際競争力を強化するこ

とにはならない点は分析が必要であろう。

(2) ハイテク国防技術と商品化

戦後のコンピュータ産業などのように国防技

術が直接的に商業化，製品化へと結びついて

いった事例に見られるように，多大な国家支出

に支えられて民生用技術と企業発展がはかられ

ることは事実として存在するといえる。国防技

術を民生技術にいかに転換するか，あるいは国

防技術が技術発展を支えるのかといった議論は

現在でも行なわれており，広範囲な問題点を含

んでいる。そのためここでは現代のハイテク産

業をめぐる議論に限定して考察を行なうことに

するが，ここで重要な要因となるのが多量生産

技術との関連である。最近の DOD支出をめぐ

る批判的見解の中でも日本型の商品開発投資ヘ

のシフトの必要性を指摘するものが目立ち，ま

た実際に半導体製造の分野での日米間の差異と

して認識されるに至っている。これは単なる技

術転用の問題だけではなく研究の重点項目の指

定に対する政策，研究成果の発表・流通とも関

連性をもっている。つまり新技術の発明が軍事

研究が基本となって確立されたものなのか，民

生用技術開発でなされたのかといった問題はハ

イテク産業をめぐる市場経済の中ではあまり重

要ではなく，誰がどのような手段で商品化する

かが問題となってくると言える。

まず第 1番目の研究の重点項目に対する政策

に関しては「研究開発についての支出の大部分

はDODが行なっているにもかかわらず， DOD

はハイテク化のはっきりした政策をもっていな

い」という批判が多くみうけられる。 DOD支出

は多方面にわたっており，アメリカの研究が基
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礎研究に重点を置いたものであることはよく指

摘されることであるが，もう一つの面として投

資の拡散化がうかがえる。DOD支出の性格はも

ともと商品開発に重点があるわけではなく，特

殊な環境を想定した新技術の開発であり，新し

い展開が期待できる分野へ投資する傾向がはっ

きり表われており，このことは次の意見に代表

されている。"1950年代に大学がコンピュータサ

イエンスの Ph.D プログラムを開始したとき

ARPAはMIT, カーネギーメロン，バークレ

ィ，スタンフォードなど少数を選び出し，百万

ドルをやるので好きにコンピュータの研究を行

なえという旨のことを言っている","MITに実

際にオペレーティングシステムの製作をやらせ，

今日では誰もこのシステムを使わないが多くの

ことが得られた"2)。現在ではこの延長上に並列

コンピュータやスーパーコンピュータがあるこ

とは周知のところである。しかしこのような政

策は成果ばかりではなく明らかに幣害となって

いる場合も生じさせており，すでに述べた

VHSIC計画では軍用の規格があまりにも旧式

化して市場動向についていけなくなっていたた

め企業を共同開発から遠ざけ独自開発へ走らせ

たと言われており，計画の再スタートのため

DODは 1億ドルを投入している。また

SEMATCH計画についても DODが運営に多

くの注文を出したため大幅な遅れが生じたこと

が知られている。DODの研究開発は多くの科学

のプールを作り基礎技術の発展には寄与するが，

その納入仕様の厳しさや市場動向への無関心か

ら民生用研究を加速する役割は大きくない。

第 2番目の問題である軍事技術の民生技術へ

の転用については，さまざまな理由から特殊な

場合を除いては軍用，商用の生産を分けて行

なっているのが実「青であり，軍用技術と民生用

技術の距離は一般に考えられている以上に大き

いことがわかる。軍用と商用に分けて生産をす

る理由は DODと市場の双方からの制約がある

と言え，前者については DODが国益上必要と

認めた技術は参加企業に公開する方針をとって

おり民生用技術をそのまま持ち込んだのでは

DOD市場の 5倍をなす商品市場での優位性を

失なうからであり，後者については市場原理に

あった商品生産ベースをとっておかないと採算

を無視した軍用ベースでは競争力が保てないこ

とがあげられる。また1986年に法律改正となり

研究開発主体と製品納入主体は同ーでなくなり

製品の価格低下がおこっていることもこの傾向

を強めさせる要因となっている。

このようなことから DODの支出する研究開

発費をより商品開発へ振り向けるという提案は

多くなされているが，実際にはその可能性はほ

とんどないと言え，最近の傾向としては民生用

への転用の可能性はますます小さくなっている

とされている。また軍用技術そのものが技術革

新の急速な現代にあっては陳腐化するスピード

が早くなっていること，新技術そのものの流通

は極めて早くなっておりどの国でも一定の技術

水準は持ち得るが問題は生産管理やコスト面に

多く存在していることなどから DOD支出をア

メリカの技術発展と結びつけることは企業活動

としては行なわれないと言える。従ってアメリ

力においても企業の独自技術開発の体制が追求

される傾向が強まっている。

第 3番目の研究成果の流通といった点は現在

のところ改善は見られておらず，最近の大手の

受託研究大学の学長の申し入れも成果をあげて

いない。また SDI開発や日本企業の COCOM

違反事件などから最近では逆に情報網を強化す

る動きにあり，国防支出にもとずいてなされた
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研究の公表については「あらかじめチェックさ

れることを予想していくつかの対策を用意して

DODのサーベイにのぞむ」という状況が続いて

いる。また， これは個人や大学のレベルでの研

究成果の流通をさまたげているばかりではなく，

私企業間の交流を妨たげる要因ともなっている。

. 1985年に NSFは研究成果公開のための調査委

員会をもうけて研究成果の公表は研究開発全体

を前進させるものであり推進されるべきである

としているが，一方では連邦政府の agenciesに

対しては特別な配慮を示していることがわかる。

このようなアメリカ国内の研究成果の流通と

ならんで問題とされるのがアメリカ以外（特に

日本）の研究成果に対してアメリカの学者があ

まり関心を示さないということがあげられる。

NSFは資金のわずか1%(200万ドル以下）しか

国際的な共同研究へ投入していないし，年間 1

万種発行される日本の学術雑誌の20%しか英訳

されておらず，その発行も数年遅れとなってい

る。またアメリカ国内に学ぶ留学生約32万人の

60%以上が工学系に属しているのに，海外で学

ぶアメリカ人約 3万人のわずか3%しか工学系

を専攻していないとされる。このように国内の

研究体制のあり方，研究成果の流通，海外との

交流といった面は大きな問題ではあるが急速に

改善される種類のものではない。

(3) 大学におけるハイテク研究

アメリカの大学における科学研究費の大部分

は経常的な運営経費および，科学振興基金

(National Science Foundation : NSF)の補助

金によりなされているが，大学によっては DOD

からの支出が大きな部分を占めている場合もあ

る。この他に州立大学などではすでに述べたよ

うに州独自の補助金制度をもうけて企業との共

同研究に対し支出を行なっている例もあるが，

第 55巻第 6号

表 1 ニューイングランド地方の大学，研究所へ

のDOD研究契約 (1985年）

大 邑子 名 金（千ト、ル額） 

Massachusetts Institute of Technol- 360,104 ogy 

University of Massachusetts 6,141 

Yale University 5,507 

Harvard University 4,637 

Trustees of Boston University 3,691 

Brown University 3,530 

University of Rhode Island 3,413 

Wentworth Institute of Technology 3,199 

Northeastern University 2,476 

Emmanuel College 2,436 

University of Connecticut Founda- 1,346 tion 

Dartmouth College 1,152 

Trustees of Boston College 1,048 

University of Lowell 650 

私立大学計 387,780 

公立大学計 11,550 

合 計 399,330 

Charles S. Draper Laboratory 305,238 

Mitre Corporation 360,995 

Woods Hole Oceanographic Institu- 11,548 tion 

研究所合計 577,781 

総 計 977,111 

ニューイングランド地方の人口比 5.3% (対全米）

ニューイングランド地方への DOD支出比

40.06% (対全米）

規模としては相対的に小さい。表 1にはニュー

イングランド地方の主要な大学および研究所に

対する DOD支出の例を示しているが， MITが

群を抜いて大きいこととニューイングランド地

方への支出がDOD支出の大半（約4割）に達し

ていることが目立っている。このような研究資

金の重点的な投資傾向は以前から表われており，

補助金投入について重点校を指定し明示的に行

なっている点は日本のような間接的な方式とは

大きく異なっている。DOD支出を多く受けてい

るカリフォルニア州においても大半の資金はス

タンフォード大学，カリフォルニア大学バーク
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レイ校，カリフォルニア工科大学などに重点的

に投入されており，それ以外の大学では個別の

契約か NSFによる研究プロジェクトにより資

金を受けとることにより研究が進められている。

アメリカ全体の研究開発費の47.5%が連邦政府

より， 49.2%が企業により供給され，研究開発

費の支出は73.3%で企業，連邦政府関連機関で

11. 9%, 大学・非営利団体で14.8%消化されて

いる (1986年）。 GAO (General Accounting 

Office)の調査によればアメリカは日本，西独，

フランス，英国における研究開発費の合計以上

の資金を投入し，研究者の総数，人口比に占め

る研究者の割合においても同様であるとされて

いる。この分析ではアメリカの研究開発資金は

大きいが大学や企業に対しては分散的に投入さ

れ，日本のような中央集中的な方式ではないこ

とが強調されている。NSF支出やその他の大学

研究資金の支出にかかわる最近の話題を表 2に

整理しているが， NSF支出についても州により

ばらつきがあることがうかがえ，日本ほどでは

ないにしても差異化が行なわれていることがう

かがえる。

アメリカの大学での研究がハイテク化にどの

ように寄与しているかを全般的に述べることは

難かしいので，以下では主として研究プロジェ

クトの開始と研究教育体制について考察してみ

る。表 2よりわかるように NSFは最近技術

ギャップの解消とコンピュータ分野での優位を

保つプロジェクト（工学センターづくり，コン

ピュータセンターの充実）を集中的に行なって

いる。しかし工学センターの運営はあまり安定

したものではないとされており，途中で予算打

切りとなったケースも存在する。その大きな理

由は即時的に成果があがらないためとされてい

るが，これは日本における研究開発センターづ

くりの方針と大きく異なっていると言える。日

本の場合には工学系学部に当該の学科を建設す

ることが構想される場合が多いがアメリカの場

合にはあまり見られないことである。総体的に

は科学 (science)の重視と工学 (engineering)

に対する姿勢の違いとして表われている。

産業界からの要請として大学における実用化

研究を望む声が高まっているのも最近の特徴で

あり，きれいな問題ばかりではなく現実の汚な

い (dirt-under-the-fingernails)の研究とそのた

めの教育をめざすべきであるとしている。これ

らは日本の技術開発を意識したものであること

は言うまでもないが，アメリカの教育体制の全

体にかかわる問題であり早急な方向性は見出せ

ないであろう。ここで問題を展開することは適

当ではないので大学のカリキュラム，連邦政府

の方針，研究者層といった点について見てみる。

まず第 1番目のカリキュラムについては技術よ

りも数学，物理などの理論が重視され，特に第

2次大戦後の宇宙開発の進展，国防技術への多

大な資金の投入がこの傾向を加速したとされて

いる。実際に物を設計して作るという工学部の

基本的手順はあまり評価されず，原子力，エレ

クトロニクス，宇宙開発などで強力な力を発揮

する科学に重点が移されてきた。この結果，西

独などとは異なり大学生の卒業生の多くが実際

の設計をする能力がないまま就業しているため

企業活動に支障が生じる場合もある。日本の場

合，企業内での研修制度が終身雇用制を前提と

して確立されているので，大学でのカリキュラ

ムはアメリカと同様であっても生産活動で支障

が生じることはない。

第 2番目の連邦政府の方針については1950年

にNSFが設立されて以降，科学重視を強めて

いるとともに各種の補助金も NASAやDOD,
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表 2 最近の大学での研究開発資金投入に関する話題

年次 分 野 内 容

1985年 Iコンピュータ

1985年 1 リサーチセンター

1985年 1 スターウォーズ

1985年 1 リサーチセンター

1986年 1 メディア

1986年 I資

NSFは学術研究のためのスーパーコンピュータのセンター援助を決める。この時期
までスーパーコンピュータは私企業， DOD関連機関にしかなかったが，総額 2億ド
ルでプリンストン，コーネル，ィリノイ，カリフォルニア大学サンジェゴ校に設置
することとなった。

NSFはアメリカの産業分野での国際競争力を強化するため 6大学， 2研究所の工学
リサーチセンターを強化することを決める。この年より 5年間に総額 1億ドルが支
出され，カルフォルニア大学サンタバーバラ校のロボット工学センター，コロンビ
ア大学の通信研究センター，デラウェア大学，ルッガー大学のコンポジットセン
ター，メリーランド大学およびハーバード大学のシステム工学センターなどに対し，
それぞれ700'"'-'2,000万ドルが支出される計画。

DODによるスターウォーズ計画 (SDI)への科学者の参加をめぐる議論がおこり，
1,000名近い反対署名が集まる。しかし， MITや CalTechをはじめ大学の運営資
金を得る上からも SDIへの参加を求める声も多く，この時期まで2,600名の応募者を
得ている。

NAE (National Academy of E~ 屡neering) はアメリカの産業の国際競争力を強
化するため 5年間に3,000万ドルを 出することを決定。

NSFは異なるコンピュータ間で各種の資料（テキスト，グラフ，メッセージ）を送
信するためのプロジェクトを開始し，総額600万ドルをカーネギーメロン大学，ミシ
ガン大学に支出することを決定。

金 I議会により，あまりにも地理的に限定された地域に多額の連邦研究資金が投入され
ていることが指摘されたことを受けて， NSFは各州に対し， 5年間にわたり 250'"'-'300
万ドル支出することを決定した。

1986年 I大学研究

1986年 1 コンピュ ータ

1987年 I工学センター

1987年 1 工学センター

1987年 I加速装置

1987年 Iコンピュータ

1987年資

1987年資

ホワイトハウスの 2年間にわたる調査の結果，大学の研究はもっと企業との結びつ
きを強めるべきであるという指摘がなされた。

NSFは大学のコンピュータセンターの強化のため， 1,300万ドルの支出を決める。対
象となる大学はマサチューセッツ大学，コロラド大学，プリンストン大学， ミネソ
タ大学，ワシントン大学の 5つである。

NSFはカルフォルニア大学ロスアンゼルス校，コロラド大学に対し，それぞれ1,800
万ドル， 1,450万ドルを支出して工学センターを作ることを決定。 2つの工学センター
では廃棄物処理，光コンピュータが研究される。 1985年に NSFによりこのプログラ
ムが開始されて以来12,13番目のセンターであり，今後デューク大学へも計画され
ている。

NSFは1988年に20の工学センター建設を計画する。しかし，これらは外部企業から
の援助は受けないかわりに時限つきのものとし，センターの性格よりも研究内容の
重視が強調されている。一方では政府や企業の競争力強化の要請には必ずしも対応
する必要はないとされ，独立性と長期性が求められている。

DOE (De{artment of Eneq~y) の提出した大型の加速装置の設置・援助計画に対
し GAO General Accountmg Office)が630億ドルものくい違いがあることを指
摘している。

NSFは5年間に総額1,660万ドルを投入してワシントン大学，プリンストン大学，パ
デュー大学，ジョージア工科大学，ライス大学のコンピュータセンターの充実を行
なう計画。

金 IGAOはアメリカ国内の研究資金のあり方について変更が必要であることを指摘。

金 I大学のロビー活動による研究資金調達が問題となり， NSFなど正式の申請方式をバ
イパスするやり方は大学研究を阻害するとされた。

その他の巨大プロジェクトのもとに募集されて

いるため，実際的な技術応用の分野で申請を行

なうことが困難となっている。大学の研究はも

ともと実際の応用とはかけ難れた分野を追求す

る傾向をもっているが，補助金を交付する連邦

政府やその他の機関がこれに規制を加えるので

はなく逆に奨励をする環境がつくられ，研究基

金の確保の上からも同一課題で基礎科学に属す
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アメリカハイテク産業の現状と州政策ーその 2-

る分野が体系的に追求されることになる。

第 3番目の研究究者の層についてはアメリカ

国内での工学系 Ph.D取得者に占める割合が低

下し，ますます自前の技術者を失なっているこ

とがあげられる。 1980年から1986年にかけて外

国人（アメリカ以外の国籍）による Ph.D取得

者は40%増加しているのに対しアメリカ人のそ

れは5%減少している。分野別では工学系での取

得者の55%を外国人が占め (1980年は48%),科

学分野でも23%(1980年は17%) に達している。

1985年~1986年の間でも Ph.D 取得者は外国

人で3%増加しているのに対しアメリカ人では

減少を続けている。女性や黒人などの取得者が

減少していることを考えるとアメリカ人の白人

男性は条件としては恵まれていると考えられる

が逆の現象が生じている。この理由はいくつか

考えられるが，社会の成熟化に伴なって製造業

など技術修得を必要とする分野への指向が極め

て低下していること，サービス業の伸長に示さ

れるように大学での学問より社会での活動を重

視する傾向があることなどがあげられるであろ

ぅ。近年，日本でも大学院博士課程への進学が

低下し，工学部卒業者でも製造業ではなく情報

分野や金融・保険分野を希望することと似た現

象である。

5. む すび

アメリカにおけるハイテク産業の現状とこれ

に対する州政府の政策についても，各州での具

体的な分析とともに連邦政府の及ぼす影響に述

べてきた。アメリカではすでに1950年代から高

度技術を基本としたハイテク産業育成の政策が

行なわれており，このテーマ自体は新らしいも

のではないが，近年のエレクトロニクスを中心

とする国際競争のもとではおのずと異なる環境

にあるというのが動機となっている。ハイテク

産業を地方へ誘致し地域を活性化するという政

策は，地域の情報化政策とならんで日本の自治

体政策の目玉となっているが，より大規模にし

かも各州が州政府としての独自性をもってハイ

テク化を推進しているアメリカについての分析

をそのまま適用することには大きな問題がある

といえる。しかし現象的には日本においても情

報関連産業が地方進出をすすめているなど似か

よった面をもっているし，経済的・政治的な集

中化からより効果的な分散化を求める傾向も強

まっていることを考慮すると，ある程度の見通

しを与える素材とはなり得るであろう。

今回行なったアメリカハイテク産業の分析は，

半導体，エレクトロニクス，自動車などの諸分

野での日本の技術力の優位，アメリカヘの日系

企業の進出，ジョイントベンチャーの動きなど

アメリカと日本の技術力の差異をめぐる分析の

基本的視点として重要であり，更に考察をすす

めていきたい。
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